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本報告書の調査は、本件航空重大インシデントに関し、運輸安全委員会設置法及び

国際民間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故等の防止に

寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われた

ものではない。 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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パイパー式 
ＰＡ２８ＲＴ－２０１Ｔ型 
ＪＡ２０１Ｍ 
滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できな
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航空重大インシデント調査報告書 

 

令和４年２月４日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

   委   員  宮 下   徹 

委   員  柿 嶋 美 子 

委   員  丸 井 祐 一 

   委   員  中 西 美 和 

   委   員  津 田 宏 果 

 

所属 個人 

型式、登録記号 パイパー式ＰＡ２８ＲＴ－２０１Ｔ型、ＪＡ２０１Ｍ 

重大インシデント

種類 

滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合） 

航空法施行規則第１６６条の４第４号 

発生日時 令和３年７月１８日（日） １１時２６分ごろ 

発生場所 新潟空港（北緯３７度５７分２３秒、東経１３９度０６分５１秒） 

 

１．調査の経過 

重大インシデント

の概要 

同機は、新潟空港に着陸した際、滑走路北側の草地に逸脱した後停止し、自

ら地上走行できなくなったものである。同機には機長のほか同乗者２名が搭乗

していたが、負傷者はいなかった。同機は、右主脚タイヤに空気漏れが生じて

いた。その他に機体の損傷はなかった。 

調査の概要 主管調査官ほか１名の調査官（令和３年７月１８日指名） 

意見聴取（原因関係者）及び意見照会（関係国）実施 

 

２．事実情報 

航空機等 

航空機型式：パイパー式ＰＡ２８ＲＴ－２０１Ｔ型、製造番号：２８Ｒ－８５３１００１、 

                            製造年月日：昭和５９年９月２９日 

耐空証明書：第東－２０２０－３８２号、有効期限：令和３年１２月３日 

乗組員等 

機長 ５７歳 

自家用操縦士技能証明書（飛行機：陸上単発ピストン）          平成１４年７月１日 

計器飛行証明（飛行機）                        平成２４年６月１１日 

特定操縦技能 操縦等可能期間満了日                    令和４年９月１４日 

第２種航空身体検査証明書                                  有効期限:令和３年１１月２７日 

総飛行時間                              ６６０時間３２分 

 同型式機での飛行時間                        ３１７時間００分 

気象 

本重大インシデント発生当時の気象状態は良好であった。 

発生した事象及び関連情報 

(1) 飛行の経過 

本重大インシデント発生当日０８時ごろ、機長は松本空港から新潟空港を往復する飛行のため
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の準備を開始した。飛行前点検での各タイヤの空気圧は正常値であり、タイヤの状態に異常はな

かった。その後、同乗者２名が搭乗した。同機は、左操縦席に着座した機長の操縦で、１０時 

２５分、松本空港を計器飛行方式により離陸した。同機は、異常なく飛行を継続し、１１時２６

分ごろ新潟空港滑走路２８に着陸した。同機の滑走路への接地は、横滑りや滑走路中心線と機体

軸線とのズレもなく、降下率も正常であり、スムーズであった。 

着陸滑走開始当初は、同機に異常は認められなかった。機長は、ブレーキを使用せず、エンジ

ン推力をアイドルにして機体を減速させながら、進行方向左側にあるＰ３誘導路への分岐部を通

過した後にＢ２誘導路へ向かうため左ラダーを踏み込んだところ、当該ラダー操作に対する機体

の反応が鈍いと感じた。この状況は、機長が、以前経験した地上走行時のパンクの状況と酷似し

ていたため、機長は右タイヤがパンクしたと判断した。機長は、その状態で進行方向左側の誘導

路まで走行を続けると右主脚ホイールを損傷させてしまう可能性が高いので、これを防ぎたいと

考えたことに加え、滑走路を離脱すれば滑走路閉鎖を回避することができ定期便等の運航に支障

を与えることはないと考え、進行方向右側（滑走路北側）にある草地へ離脱することを決心し

た。機長は、この決心を新潟飛行場管制所の航空管制官に通報し、滑走路上で航空機の速度を約

５kt まで減速させてから右へ方向転換し、滑走路の長辺に対してほぼ直角になるように進んで滑

走路を離脱した。同機は草地に進入した後、更に右へ転進し、滑走路中心線から４１ｍ北側付近

で、機首を着陸方向のほぼ反方位である東北東に向けて停止した。同機は、停止した後、自ら走

行することができない状態となったことから、機長はその場所で同機のエンジンを停止した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新潟空港滑走路閉鎖状況 

同空港の滑走路１０／２８は、本重大インシデント発生から１８時１３分まで閉鎖され、定期

便１８便が欠航となった。 

(3) 新潟空港における着陸帯 

同機が停止した位置（滑走路２８の中心線から４１ｍ離れた場所）は、滑走路２８に係る着陸

帯＊1として定められた区域の内側であった（図２）。 

また、航行不能航空機の停止位置が着陸帯にある場合は滑走路閉鎖とされており（「航行不能

航空機がある場合における滑走路の運用指針」（平成２６年３月２８日国空安保第９３３号））、

同機の移動が完了するまでの間、同滑走路を閉鎖しなければならない状態であった。 

図１ 推定走行航跡 
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(4) 本重大インシデント発生後における機体の状況及び滑走路の状況 

  現地調査において機体を確認した結果、右主脚に装着されていたチューブ付タイヤの空気が抜

けていた。その他の機体の部位の損傷及び操縦系統の異常はなかった。 

当該タイヤを主脚から取り外し分解検査を行った結果、チューブにある１カ所の亀裂（全長約

２mm）からの空気漏れがあった。その他、タイヤに空気漏れが生じる貫通痕やタイヤとチューブ

との間に異物はなかった。当該タイヤ及びチューブの使用期間は約３年、着陸回数は２１６回で

あった。 

なお、本重大インシデントが発生した後、同空港の滑走路点検を行ったが、タイヤに損傷を与

える異物等、異常は認められなかった。 
＊１  着陸帯とは、特定の方向に向かって行う航空機の離着陸の用に供するため設けられた、滑走路及びその周辺を

含む矩形部分をいう。 

３．分析 

(1) 機長の判断 

機長は、着陸滑走中、右主脚タイヤのパンクと認知した際、右主脚のホイールの損傷を防ぐた

めに前方左方向にある誘導路まで転進を続けることを避けたいと考え、滑走路の右脇にあった草

地へ離脱する決心をしたものと推定される。また、この機長の判断は、滑走路さえ離脱すれば滑

走路閉鎖を回避することができ定期便等の運航に支障を与えることはないという認識に基づいた

ものと考えられる 

しかしながら、同機が停止し、自走できなくなった場所は、同空港の滑走路２８の着陸帯内で

あり、航行不能航空機の移動が完了するまでの間、滑走路を閉鎖しなければならない区域であっ

た。機長の「滑走路を離脱すれば滑走路閉鎖を回避することができる」という認識は、着陸帯の

範囲及び運用についての理解が不十分であったことによるものと推定される。 

(2)  滑走路の逸脱 

同機が新潟空港に着陸し完全に停止するまでの間、同機の操縦系統は正常に作動していたもの

と推定される。 

また、機体の走行方向の急激な変化及び制御不能な状態が生じていなかったことに加え、チュ

ーブからの空気漏れは約２mmの亀裂１カ所だけから生じていたことから、右主脚タイヤの空気

は、着陸後、徐々に抜けたものと推定される。 

これらのことから、同機が着陸してから停止するまでの間、機長の操舵による機体の走行方向

の制御は可能であり、滑走路からの逸脱は、機長の意図的な操作で行われたものと推定される。 

また、滑走路から離脱した後に自ら走行できなくなったのは、右主脚タイヤがつぶれて変形

し、ホイールが回転できない状態になったことによるものと推定される。 

(3) 右主脚タイヤの空気漏れ 

同機が着陸した状況から、機体が滑走路に接地する際タイヤに生じた負荷は正常であったと推

定され、機長の操縦が関与してタイヤの空気漏れが生じた可能性は低いと考えられる。 

また、飛行開始前の点検で当該タイヤの空気圧は正常であり、松本空港出発時に機長が異常を

図２ 新潟空港滑走路１０／２８の着陸帯（Google Earth 航空写真に加筆） 
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認識していないことから、当該空気漏れは、新潟空港着陸後に発生した可能性が考えられる。 

 

４．原因 

本重大インシデントは、着陸滑走中、右主脚タイヤのパンクと認知した機長が、自らの操作で滑

走路の北側にある草地へ離脱したことにより発生したものと推定される。 

 

 


